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前文 

 この条約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則に従い、人類社会のすべての構成員の固有の尊

厳および平等のかつ奪えない権利を認めることが世界における自由、正義および平和の基礎であることを考慮し、

 国際連合の諸人民が、その憲章において、基本的人権ならびに人間の尊厳および価値についての信念を再確

認し、かつ、社会の進歩および生活水準の向上をいっそう大きな自由の中で促進しようと決意したことに留意し、 

国際連合が、世界人権宣言および国際人権規約において、全ての者は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的

意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位 等によるいかなる種類の差別

もなしに、そこに掲げるすべての権利および自由を有することを宣明しかつ同意したことを認め、 国際連合が、世

界人権宣言において、子ども時代は特別のケアおよび援助を受ける資格のあることを宣明したことを想起し、 家

族が、社会の基礎的集団として、ならびにそのすべての構成員とくに子どもの成長および福祉のための自然的環

境として、その責任を地域社会において十分に果 たすことができるように必要な保護および援助が与えられるべ

きであることを確信し、子どもが、人格の全面 的かつ調和のとれた発達のために、家庭環境の下で、幸福、愛情

および理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、 子どもが、十分に社会の中で個人としての生活を

送れるようにすべきであり、かつ、国際連合憲章に宣明された理想の精神の下で、ならびにとくに平和、尊厳、寛

容、自由、平等および連帯の精神の下で育てられるべきであることを考慮し、 子どもに特別なケアを及ぼす必要

性が、1924 年のジュネ-ブ子どもの権利宣言および国際連合総会が 1959 年 11 月 20 日に採択した子どもの権利

宣言に述べられており、かつ、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(とくに第 23 条および第

24 条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際的規約(とくに第 10 条)、ならびに子どもの福祉に関係ある

専門機関および国際機関の規程および関連文書において認められていることに留意し、 子どもの権利宣言にお



いて示されたように、「子どもは、身体的および精神的に未成熟であるため、出生前後に、適当な法的保護を含む

特別 の保護およびケアを必要とする」ことに留意し、 国内的および国際的な里親託置および養子縁組にとくに関

連した子どもの保護および福祉についての社会的および法的原則に関する宣言、少年司法運営のための国際連

合最低基準規則(北京規則)、ならびに、緊急事態および武力紛争における女性および子どもの保護に関する宣言

の条項を想起し、 とくに困難な条件の中で生活している子どもが世界のすべての国に存在していること、および、

このような子どもが特別 の考慮を必要としていることを認め、子どもの保護および調和のとれた発達のためにそ

れぞれの人民の伝統および文化的価値の重要性を正当に考慮し、 すべての国、とくに発展途上国における子ど

もの生活条件改善のための国際協力の重要性を認め、次のとおり協定した。 

第 I 部 

第 1 条 (子どもの定義)  

 この条約の適用上、子どもとは、18 歳未満のすべての者をいう。ただし、子どもに適用される法律の下でより早く

成年に達する場合は、この限りでない。  

第 2 条 (差別の禁止) 

1. 締約国は、その管轄内にある子ども一人一人に対して、子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、

性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他

の地位 にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに、この条約に掲げる権利を尊重しかつ確保する。 

2. 締約国は、子どもが、親、法定保護者または家族構成員の地位、活動、表明した意見または信条を根拠とする

あらゆる形態の差別 または処罰からも保護されることを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。 

第 3 条 (子どもの最善の利益)  

1. 子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私的な社会福祉機関、裁判所、行政機関ま

たは立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。  

2. 締約国は、親、法定保護者または子どもに法的な責任を負う他の者の権利および義務を考慮しつつ、子どもに

対してその福祉に必要な保護およびケアを確保することを約束し、この目的のために、あらゆる適当な立法上およ



び行政上の措置をとる。  

3. 締約国は、子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サ-ビスおよび施設が、とくに安全および健康の領域、

職員の数および適格性、ならびに職員の適正な監督について、権限ある機関により設定された基準に従うことを

確保する。  

第 4 条 (締約国の実施義務)  

 締約国は、この条約において認められる権利の実施のためのあらゆる適当な立法上、行政上およびその他の

措置をとる。経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国は、自国の利用可能な手段を最大限に用いるこ

とにより、および必要な場合には、国際協力の枠組の中でこれらの措置をとる。  

第 5 条 (親の指導の尊重)  

 締約国は、親、または適当な場合には、地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員、法定

保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が、この条約において認められる権利を子どもが行使するにあ

たって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示および指導を行う責任、権利および義務を尊重する。  

第 6 条 (生命への権利、生存・発達の確保)  

1. 締約国は、すべての子どもが生命への固有の権利を有することを認める。  

2. 締約国は、子どもの生存および発達を可能なかぎり最大限に確保する。 

第 7 条 (名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利)  

1. 子どもは、出生の後直ちに登録される。子どもは、出生の時から名前を持つ権利および国籍を取得する権利を

有し、かつ、できるかぎりその親を知る権利および親によって養育される権利を有する。 

2. 締約国は、とくに何らかの措置をとらなければ子どもが無国籍になる場合には、国内法および当該分野の関連

する国際文書に基づく自国の義務に従い、これらの権利の実施を確保する。 

第 8 条 (アイデンティティの保全) 

1. 締約国は、子どもが、不法な干渉なしに、法によって認められた国籍、名前および家族関係を含むそのアイデ



ンティティを保全する権利を尊重することを約束する。  

2. 締約国は、子どもがそのアイデンティティの要素の一部または全部を違法に剥奪される場合には、迅速にその

アイデンティティを回復させるために適当な援助および保護を与える。 

第 9 条 (親からの分離禁止と分離のための手続)  

1. 締約国は、子どもが親の意思に反して親から分離されないことを確保する。ただし、権限ある機関が司法審査

に服することを条件として、適用可能な法律および手続に従い、このような分離が子どもの最善の利益のために

必要であると決定する場合は、この限りでない。当該決定は、親によって子どもが虐待もしくは放任される場合、ま

たは親が別 れて生活し、子どもの居所が決定されなければならない場合などに特別に必要となる。  

2. 1 に基づくいかなる手続においても、すべての利害関係者は、当該手続に参加し、かつ自己の見解を周知させ

る機会が与えられる。  

3. 締約国は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的

に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重する。  

4. このような分離が、親の一方もしくは双方または子どもの抑留、拘禁、流刑、追放または死亡(国家による拘束

中に何らかの理由から生じた死亡も含む)など締約国によってとられた行為から生じる場合には、締約国は、申請

に基づいて、親、子ども、または適当な場合には家族の他の構成員に対して、家族の不在者の所在に関する不可

欠な情報を提供する。ただし、情報の提供が子どもの福祉を害する場合は、この限りではない。締約国は、さらに、

当該申請の提出自体が関係者にいかなる不利な結果 ももたらさないことを確保する。 

第 10 条 (家族再会のための出入国)  

1. 家族再会を目的とする子どもまたは親の出入国の申請は、第9条1に基づく締約国の義務に従い、締約国によ

って積極的、人道的および迅速な方法で取り扱われる。締約国は、さらに、当該申請の提出が申請者および家族

の構成員にいかなる不利な結果 ももたらさないことを確保する。  

2. 異なる国々に居住する親をもつ子どもは、例外的な状況を除き、定期的に親双方との個人的関係および直接

の接触を保つ権利を有する。締約国は、この目的のため、第9条1に基づく締約国の義務に従い、子どもおよび親



が自国を含むいずれの国からも離れ、自国へ戻る権利を尊重する。いずれの国からも離れる権利は、法律で定め

る制限であって、国の安全、公の秩序、公衆の健康もしくは道徳、または他の者の権利および自由の保護のため

に必要とされ、かつこの条約において認められる他の権利と抵触しない制限のみに服する。 

第 11 条 (国外不法移総送・不返還の防止) 

1. 締約国は、子どもの国外不法移送および不返還と闘うための措置をとる。 

2. この目的のため、締約国は、二国間もしくは多数国間の協定の締結または現行の協定への加入を促進する。  

第 12 条 (意見表明権)  

1. 締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について

自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重

視される。  

2. この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法

的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通 じて聴聞される機会を与えられる。

  

第 13 条 (表現・情報の自由) 

1. 子どもは表現の自由への権利を有する。この権利は、国境にかかわりなく、口頭、手書きもしくは印刷、芸術の

形態または子どもが選択する他のあらゆる方法により、あらゆる種類の情報および考えを求め、受け、かつ伝える

自由を含む。  

2. この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、

かつ次の目的のために必要とされるものに限る。  

a. 他の者の権利または信用の尊重  

b. 国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護  



第 14 条 (思想・良心・宗教の自由)  

1. 締約国は、子どもの思想、良心および宗教の自由への権利を尊重する。  

2. 締約国は、親および適当な場合には法定保護者が、子どもが自己の権利を行使するにあたって、子どもの能

力の発達と一致する方法で子どもに指示を与える権利および義務を尊重する。  

3. 宗教または信念を表明する自由については、法律で定める制限であって、公共の安全、公の秩序、公衆の健

康もしくは道徳、または他の者の基本的な権利および自由を保護するために必要な制限のみを課することができ

る。 

第 15 条 (結社・集会の自由)  

1. 締約国は、子どもの結社の自由および平和的な集会の自由への権利を認める。  

2. これらの権利の行使については、法律に従って課される制限であって、国の安全もしくは公共の安全、公の秩

序、公衆の健康もしくは道徳の保護、または他の者の権利および自由の保護のために民主的社会において必要

なもの以外のいかなる制限も課することができない。  

第 16 条 (プライバシィ・通信・名誉の保護)  

1. いかなる子どもも、プライバシィ、家族、住居または通信を恣意的にまたは不法に干渉されず、かつ、名誉およ

び信用を不法に攻撃されない。  

2. 子どもは、このような干渉または攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。  

第 17 条 (適切な情報へのアクセス) 

 締約国は、マスメディアの果たす重要な機能を認め、かつ、子どもが多様な国内的および国際的な情報源から

の情報および資料、とくに自己の社会的、精神的および道徳的福祉ならびに心身の健康の促進を目的とした情報

および資料へアクセスすることを確保する。 この目的のため、締約国は、次のことをする。  

a. マスメディアが、子どもにとって社会的および文化的利益があり、かつ第 29 条の精神と合致する情報および資

料を普及する事を奨励すること。  

b. 多様な文化的、国内的および国際的な情報源からの当該情報および資料の作成、交換および普及について国



際協力を奨励すること。  

c. 子ども用図書の製作および普及を奨励すること。  

d. マスメディアが、少数者集団に属する子どもまたは先住民である子どもの言語上のニーズをとくに配慮すること

を奨励すること。  

e. 第13条および第18条の諸条項に留意し、子どもの福祉に有害な情報および資料から子どもを保護するための

適当な指針の発展を奨励すること。  

第 18 条 (親の第一次的養育責任と国の援助)  

1. 締約国は、親双方が子どもの養育および発達に対する共通 の責任を有するという原則の承認を確保するた

めに最善の努力を払う。親または場合によって法定保護者は、子どもの養育および発達に対する第一次的責任を

有する。子どもの最善の利益が、親または法定保護者の基本的関心となる。  

2. この条約に掲げる権利の保障および促進のために、締約国は、親および法定保護者が子どもの養育責任を果

 たすにあたって適当な援助を与え、かつ、子どものケアのための機関、施設およびサービスの発展を確保する。

  

3. 締約国は、働く親をもつ子どもが、受ける資格のある保育サービスおよび保育施設から利益を得る権利を有す

ることを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。  

第 19 条 (親による虐待・放任・搾取からの保護)  

1. 締約国は、(両)親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの養育中に、あらゆる形態の身

体的または精神的な暴力、侵害または虐待、放任または怠慢な取扱い、性的虐待を含む不当な取扱いまたは搾

取から子どもを保護するためにあらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる。  

2. 当該保護措置は、適当な場合には、子どもおよび子どもを養育する者に必要な援助を与える社会計画の確立、

およびその他の形態の予防のための効果 的な手続、ならびに上記の子どもの不当な取扱いについての実例の

認定、報告、照会、調査、処理および追跡調査のため、および適当な場合には、司法的関与のための効果 的な

手続を含む。  



第 20 条 (家庭環境を奪われた子どもの保護)  

1. 一時的にもしくは恒常的に家庭環境を奪われた子ども、または、子どもの最善の利益に従えばその環境にとど

まることが容認されえない子どもは、国によって与えられる特別 な保護および援助を受ける資格を有する。 

2. 締約国は、国内法に従い、このような子どものための代替的養護を確保する。  

3. 当該養護には、とりわけ、里親託置、イスラム法のカファラ、養子縁組、または必要な場合には子どもの養護に

適した施設での措置を含むことができる。解決策を検討するときには、子どもの養育に継続性が望まれることにつ

いて、ならびに子どもの民族的、宗教的、文化的および言語的背景について正当な考慮を払う。  

第 21 条 (養子縁組) 

 養子縁組の制度を承認および(または)許容している締約国は、子どもの最善の利益が最高の考慮事項であるこ

とを確保し、次のことをする。  

a. 子どもの養子縁組が権限ある機関によってのみ認可されることを確保すること。当該機関は、適用可能な法律

および手続に従い、関連がありかつ信頼できるあらゆる情報に基づき、親、親族および法定保護者とかかわる子

どもの地位 に鑑みて養子縁組が許容されることを決定する。必要があれば、当該養子縁組の関係者が、必要と

されるカウンセリングに基づき、養子縁組に対して情報を得た上での同意を与えることを確保すること。 

b. 国際養子縁組は、子どもが里親家族もしくは養親家族に託置されることができない場合、または子どもがいか

なる適切な方法によってもその出身国において養護されることができない場合には、子どもの養護の代替的手段

とみなすことができることを認めること。  

c. 国際養子縁組された子どもが、国内養子縁組に関して存在しているのと同等の保障および基準を享受すること

を確保すること。  

d. 国際養子縁組において、当該託置が関与する者の金銭上の不当な利得とならないことを確保するためにあら

ゆる適当な措置をとること。  

e. 適当な場合には、二国間または多数国間の取決めまたは協定を締結することによってこの条の目的を促進し、

かつ、この枠組の中で、子どもの他国への当該託置が権限ある機関または組織によって実行されることを確保す

るよう努力すること。 



第 22 条 (難民の子どもの保護・援助)  

1. 締約国は、難民の地位を得ようとする子ども、または、適用可能な国際法および国際手続または国内法および

国内手続に従って難民とみなされる子どもが、親または他の者の同伴の有無にかかわらず、この条約および自国

が締約国となっている他の国際人権文書または国際人道文書に掲げられた適用可能な権利を享受するにあたっ

て、適当な保護および人道的な援助を受けることを確保するために適当な措置をとる。  

2. この目的のため、締約国は、適当と認める場合、国際連合および他の権限ある政府間組織または国際連合と

協力関係にある非政府組織が、このような子どもを保護しかつ援助するためのいかなる努力にも、および、家族と

の再会に必要な情報を得るために難民たる子どもの親または家族の他の構成員を追跡するためのいかなる努力

にも、協力をする。親または家族の他の構成員を見つけることができない場合には、子どもは、何らかの理由によ

り恒常的にまたは一時的に家庭環境を奪われた子どもと同一の、この条約に掲げられた保護が与えられる。 

第 23 条 (障害児の権利) 

1. 締約国は、精神的または身体的に障害を負う子どもが、尊厳を確保し、自立を促進し、かつ地域社会への積極

的な参加を助長する条件の下で、十分かつ人間に値する生活を享受すべきであることを認める。  

2. 締約国は、障害児の特別なケアへの権利を認め、かつ、利用可能な手段の下で、援助を受ける資格のある子

どもおよびその養育に責任を負う者に対して、申請に基づく援助であって、子どもの条件および親または子どもを

養育する他の者の状況に適した援助の拡充を奨励しかつ確保する。  

3. 障害児の特別なニーズを認め、2 に従い拡充された援助は、親または子どもを養育する他の者の財源を考慮し

つつ、可能な場合にはいつでも無償で与えられる。その援助は、障害児が可能なかぎり全面 的な社会的統合な

らびに文化的および精神的発達を含む個人の発達を達成することに貢献する方法で、教育、訓練、保健サービス、

リハビリテーションサービス、雇用準備およびレクリエーションの機会に効果 的にアクセスしかつそれらを享受す

ることを確保することを目的とする。  

4. 締約国は、国際協力の精神の下で、障害児の予防保健ならびに医学的、心理学的および機能的治療の分野

における適当な情報交換を促進する。その中には、締約国が当該分野においてその能力および技術を向上させ、



かつ経験を拡大することを可能にするために、リハビリテーション教育および職業上のサービスの方法に関する情

報の普及およびそれへのアクセスが含まれる。この点については、発展途上国のニーズに特別 な考慮を払う。 

第 24 条 (健康・医療への権利)  

1. 締約国は、到達可能な最高水準の健康の享受ならびに疾病の治療およびリハビリテーションのための便宜に

対する子どもの権利を認める。締約国は、いかなる子どもも当該保健サービスへアクセスする権利を奪われない

ことを確保するよう努める。  

2. 締約国は、この権利の完全な実施を追求し、とくに次の適当な措置をとる。  

a. 乳幼児および子どもの死亡率を低下させること。  

b. 基本保健の発展に重点をおいて、すべての子どもに対して必要な医療上の援助および保健を与えることを確

保すること。  

c. 環境汚染の危険およびおそれを考慮しつつ、とりわけ、直ちに利用可能な技術を適用し、かつ十分な栄養価の

ある食事および清潔な飲料水を供給することにより、基礎保健の枠組の中で疾病および栄養不良と闘うこと。  

d. 母親のための出産前後の適当な保健を確保すること。  

e. すべての社会構成員とくに親および子どもが子どもの健康および栄養の基礎的知識、母乳育児および衛生な

らびに環境衛生の利益、ならびに事故の予防措置を活用するにあたって、情報が提供され、教育にアクセスし、か

つ援助されることを確保すること。  

f. 予防保健、親に対する指導、ならびに家庭計画の教育およびサービスを発展させること。  

3. 締約国は、子どもの健康に有害な伝統的慣行を廃止するために、あらゆる効果 的でかつ適当な措置をとる。  

4. 締約国は、この条の認める権利の完全な実現を漸進的に達成するために、国際協力を促進しかつ奨励するこ

とを約束する。この点については、発展途上国のニーズに特別 な考慮を払う。  

第 25 条 (医療施設等に措置された子どもの定期的審査) 

 締約国は、身体的または精神的な健康のケア、保護または治療のために権限ある機関によって措置されている



子どもが、自己になされた治療についておよび自己の措置に関する他のあらゆる状況についての定期的審査を

受ける権利を有することを認める。  

第 26 条 (社会保障への権利)  

1. 締約国は、すべての子どもに対して社会保険を含む社会保障を享受する権利を認め、かつ、国内法に従いこ

の権利の完全な実現を達成するために必要な措置をとる。  

2. 当該給付については、適当な場合には、子どもおよびその扶養に責任を有している者の資力および状況を考

慮し、かつ、子どもによってまた子どもに代わってなされた給付の申請に関する他のすべてを考慮しつつ行う。  

第 27 条 (生活水準への権利) 

1. 締約国は、身体的、心理的、精神的、道徳的および社会的発達のために十分な生活水準に対するすべての子

どもの権利を認める。  

2. (両)親または子どもに責任を負う他の者は、その能力および資力の範囲で、子どもの発達に必要な生活条件を

確保する第一次的な責任を負う。  

3. 締約国は、国内条件に従いかつ財源内において、この権利の実施のために、親および子どもに責任を負う他

の者を援助するための適当な措置をとり、ならびに、必要な場合にはとくに栄養、衣服および住居に関して物的援

助を行い、かつ援助計画を立てる。  

4. 締約国は、親または子どもに財政的な責任を有している他の者から、自国内においてもおよび外国からでも子

どもの扶養料を回復することを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。とくに、子どもに財政的な責任を有して

いる者が子どもと異なる国に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入または締結ならびに他の適当

な取決めの作成を促進する。  

第 28 条 (教育への権利)  

1. 締約国は、子どもの教育への権利を認め、かつ、漸進的におよび平等な機会に基づいてこの権利を達成する

ために、とくに次のことをする。  

a. 初等教育を義務的なものとし、かつすべての者に対して無償とすること。  



b. 一般教育および職業教育を含む種々の形態の中等教育の発展を奨励し、すべての子どもが利用可能でありか

つアクセスできるようにし、ならびに、無償教育の導入および必要な場合には財政的援助の提供などの適当な措

置をとること。  

c. 高等教育を、すべての適当な方法により、能力に基づいてすべての者がアクセスできるものとすること。  

d. 教育上および職業上の情報ならびに指導を、すべての子どもが利用可能でありかつアクセスできるものとする

こと。  

e. 学校への定期的な出席および中途退学率の減少を奨励するための措置をとること。  

2. 締約国は、学校懲戒が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつこの条約に従って行われることを確保する

ためにあらゆる適当な措置をとる。  

3. 締約国は、とくに、世界中の無知および非職字の根絶に貢献するために、かつ科学的および技術的知識なら

びに最新の教育方法へのアクセスを助長するために、教育に関する問題について国際協力を促進しかつ奨励す

る。この点については、発展途上国のニーズに特別 の考慮を払う。  

第 29 条 (教育の目的)  

1. 締約国は、子どもの教育が次の目的で行われることに同意する。  

a. 子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。  

b. 人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること。  

c. 子どもの親、子ども自身の文化的アイデンティティ、言語および価値の尊重、子どもが居住している国および子

どもの出身国の国民的価値の尊重、ならびに自己の文明と異なる文明の尊重を発展させること。  

d. すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民間の理解、平和、寛容、性の平等およ

び友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにすること。  

e. 自然環境の尊重を発展させること。  

2. この条または第 28 条のいかなる規定も、個人および団体が教育機関を設置しかつ管理する自由を妨げるもの

と解してはならない。ただし、つねに、この条の1に定める原則が遵守されること、および当該教育機関において行

われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。  



第 30 条 (少数者・先住民の子どもの権利)  

 民族上、宗教上もしくは言語上の少数者、または先住民が存在する国においては、当該少数者または先住民に

属する子どもは、自己の集団の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰しかつ実践し、また

は自己の言語を使用する権利を否定されない。  

第 31 条 (休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加)  

1. 締約国は、子どもが、休息しかつ余暇をもつ権利、その年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション的活動を

行う権利、ならびに文化的生活および芸術に自由に参加する権利を認める。  

2. 締約国は、子どもが文化的および芸術的生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進し、ならびに、文化的、

芸術的、レクリエーション的および余暇的活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。  

第 32 条 (経済的搾取・有害労働からの保護) 

1. 締約国は、子どもが、経済的搾取から保護される権利、および、危険があり、その教育を妨げ、あるいはその健

康または身体的、心理的、精神的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害なるおそれのあるいかなる労働に就く

ことからも保護される権利を認める。  

2. 締約国は、この条の実施を確保するための立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる。締約国は、こ

の目的のため、他の国際文書の関連条項の留意しつつ、とくに次のことをする。  

a. 最低就業年齢を規定すること。  

b. 雇用時間および雇用条件について適当な規則を定めること。  

c. この条の効果的実施を確保するための適当な罰則またはまたは他の制裁措置を規定すること。  

第 33 条 (麻薬・向精神薬からの保護) 

 締約国は、関連する国際条約に明示された麻薬および向精神薬の不法な使用から子どもを保護し、かつこのよ

うな物質の不法な生産および取引に子どもを利用させないために、立法上、行政上、社会上および教育上の措置

を含むあらゆる適当な措置をとる。 



第 34 条 (性的搾取・虐待からの保護)  

 締約国は、あらゆる形態の性的搾取および性的虐待から子どもを保護することを約束する。これらの目的のた

め、締約国は、とくに次のことを防止するためのあらゆる適当な国内、二国間および多数国間の措置をとる。  

a. 何らかの不法な性的行為に従事するよう子どもを勧誘または強制すること。  

b. 売春または他の不法な性的行為に子どもを搾取的に使用すること。 c. ポルノ的な実演または題材に子どもを

搾取的に使用すること。  

第 35 条 (誘拐・売買・取引の防止) 

 締約国は、いかなる目的またはいかなる形態を問わず、子どもの誘拐、売買または取引を防止するためにあら

ゆる適当な国内、二国間および多数国間の措置をとる。  

第 36 条 (他のあらゆる形態の搾取からの保護) 

 締約国は、子どもの福祉のいずれかの側面にとって有害となる他のあらゆる形態の搾取から子どもを保護する。

  

第 37 条 (死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い)  

 締約国は、次のことを確保する。  

a. いかなる子どもも、拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは刑罰を受けない。

18 歳未満の犯した犯罪に対して、死刑および釈放の可能性のない終身刑を科してはならない。  

b. いかなる子どももその自由を不法にまたは恣意的に奪われない。子どもの逮捕、抑留または拘禁は、法律に従

うものとし、最後の手段として、かつ最も短い適当な期間でのみ用いられる。  

c. 自由を奪われたすべての子どもは、人道的におよび人間の固有の尊厳を尊重して取扱われ、かつその年齢に

基づくニーズを考慮した方法で取扱われる。とくに、自由を奪われたすべての子どもは、子どもの最善の利益に従

えば成人から分離すべきでないと判断される場合を除き、成人から分離されるものとし、かつ、特別 の事情のあ

る場合を除き、通信および面会によって家族との接触を保つ権利を有する。  

d. 自由を奪われたすべての子どもは、法的および他の適当な援助に速やかにアクセスする権利、ならびに、その



自由の剥奪の合法性を裁判所または他の権限ある独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対す

る迅速な決定を求める権利を有する。  

第 38 条 (武力紛争における子どもの保護) 

1. 締約国は、武力紛争において自国に適用可能な国際人道法の規則で子どもに関連するものを尊重し、かつそ

の尊重を確保することを約束する。  

2. 締約国は、15 歳に満たない者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためにあらゆる可能な措置をとる。

  

3. 締約国は、15 歳に満たないいかなる者も軍隊に徴募することを差控える。締約国は、15 歳に達しているが 18

歳に満たない者の中から徴募を行うにあたっては、最年長の者を優先するよう努める。  

4. 締約国は、武力紛争下における文民の保護のための国際人道法に基づく義務に従い、武力紛争の影響を受

ける子どもの保護およびケアを確保するためにあらゆる可能な措置をとる。  

第 39 条 (犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰) 

 締約国は、あらゆる形態の放任、搾取または虐待の犠牲になった子ども、拷問または他のあらゆる形態の残虐

な、非人道的なもしくは品位 を傷つける取扱いもしくは刑罰の犠牲になった子ども、あるいは、武力紛争の犠牲に

なった子どもが身体的および心理的回復ならびに社会復帰することを促進するためにあらゆる適当な措置をとる。

当該回復および復帰は、子どもの健康、自尊心および尊厳を育くむ環境の中で行われる。  

第 40 条 (少年司法)  

1. 締約国は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された子どもが、尊厳および価値につ

いての意識を促進するのにふさわしい方法で取扱われる権利を認める。当該方法は、他の者の人権および基本

的自由の尊重を強化するものであり、ならびに、子どもの年齢、および子どもが社会復帰しかつ社会において建

設的な役割を果 たすことの促進が望ましいことを考慮するものである。  

2. 締約国は、この目的のため、国際文書の関連する条項に留意しつつ、とくに次のことを確保する。  

a. いかなる子どもも、実行の時に国内法または国際法によって禁止されていなかった作為または不作為を理由と



して、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定されてはならない。  

b. 法的に違反したとして申し立てられ、または罪を問われた子どもは、少なくとも次の保障をうける。  

i. 法律に基づき有罪が立証されるまで無罪と推定されること。  

ii. 自己に対する被疑事実を、迅速かつ直接的に、および適当な場合には親または法定保護者を通 じて告知され

ること。自己の防御の準備およびその提出にあたって法的または他の適当な援助をうけること。  

iii. 権限ある独立のかつ公平な機関または司法機関により、法律に基づく公正な審理において、法的または他の

適当な援助者の立会いの下で、および、とくに子どもの年齢または状況を考慮し、子どもの最善の利益にならない

と判断される場合を除き、親または法定保護者の立会いの下で遅滞なく決定を受けること。  

iv. 証言を強制され、または自白を強制されないこと。自己に不利な証人を尋問し、または当該証人に尋問を受け

させること。平等な条件の下で自己のための証人の出席および尋問を求めること。  

v. 刑法に違反したと見なされた場合には、この決定および決定の結果科される措置が、法律に基づき、上級の権

限ある独立のかつ公平な機関または司法機関によって再審理されること。  

vi. 子どもが使用される言語を理解することまたは話すことができない場合は、無料で通 訳の援助を受けること。

  

vii. 手続のすべての段階において、プライバシィが十分に尊重されること。  

3. 締約国は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、また認定された子どもに対して特別 に適用され

る法律、手続、機関および施設の確立を促進するよう努める。とくに次のことに努める。  

a. 刑法に違反する能力を有しないと推定される最低年齢を確立すること。  

b. 適当かつ望ましい時はつねに、人権および法的保障を十分に尊重することを条件として、このような子どもを司

法的手続によらずに取扱う措置を確立すること。  

4. ケア、指導および監督の命令、カウンセリング、保護観察、里親養護、教育および職業訓練のプログラムならび

に施設内処遇に替わる他の代替的措置などの多様な処分は、子どもの福祉に適当で、かつ子どもの状況および

罪のいずれにも見合う方法によって子どもが取扱われることを確保するために利用可能なものとする。  



第 41 条 (既存の権利の確保)  

 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって、子どもの権利の実現にいっそう貢献する規定に

影響を及ぼすものではない。  

a. 締約国の法  

b. 締約国について効力を有する国際法 

第 II 部 

第 42 条 (条約広報義務)  

 締約国は、この条約の原則および規定を、適当かつ積極的な手段により、大人のみならず子どもに対しても同

様に、広く知らせることを約束する。  

第 43 条 (子どもの権利委員会の設置)  

1. この条約において約束された義務の実現を達成することにつき、締約国によってなされた進歩を審査するため

に、子どもの権利に関する委員会を設置する。委員会は、以下に定める任務を遂行する。  

2. 委員会は、徳望が高く、かつこの条約が対象とする分野において能力を認められた 10 人の専門家で構成する。

委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その

選出にあたっては、衝平な地理的配分ならびに主要な法体系に考慮を払う。  

3. 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国

民の中から一人の者を指名することができる。  

4. 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後 6箇月以内に行い、最初の選挙の後は 2年ご

とに行う。国際連合事務総長は、各選挙の日の遅くとも 4 箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏

名を 2箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名されたすべての者のアルファベット順による

名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする)を作成し、締約国に送付する。  

5. 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合にて行う。この会

合は、締約国の3分の2をもって定足数とする。この会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって



投じられた票の最多数でかつ過半数の票を得た者をもって、委員会に選出された委員とする。  

6. 委員会の委員は、4 年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選される資格を有する。最初

の選挙において選出された委員のうち 5 人の委員の任期は、2年で終了する。これらの 5 人の委員は、最初の選

挙の後直ちに、最初の選挙のための会合の議長によりくじ引きで選ばれる。  

7. 委員会の委員が死亡しもしくは辞任し、またはそれ以外の理由のため委員会の職務をを遂行することができな

くなったと申し出る場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会の承認を条件として、残りの期間職務を遂行

する他の専門家を自国民の中から任命する。  

8. 委員会は、手続規則を定める。  

9. 委員会は、役員を 2 年の任期で選出する。  

10. 委員会の会合は、原則として国際連合本部または委員会が決定する他の適当な場所において開催する。委

員会は、原則として毎年会合する。委員会の会合の期間は、国際連合総会の承認を条件として、この条約の締約

国の会合によって決定され、必要があれば、再検討される。  

11. 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員および便益を

提供する。  

12. この条約により設けられた委員会の委員は、国際連合総会の承認を得て、同総会が決定する条件に従い、国

際連合の財源から報酬を受ける。  

第 44 条 (締約国の報告義務) 

1. 締約国は、次の場合に、この条約において認められる権利の実施のためにとった措置およびこれらの権利の

享受についてもたらされた進歩に関する報告を、国際連合事務総長を通 じて、委員会に提出することを約束する。

  

a. 当該締約国ついてこの条約が効力を生ずる時から 2 年以内  

b. その後は 5 年ごと  

2. この条に基づいて作成される報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因および障害

が存在する場合は、それらを記載する。報告には、当該締約国におけるこの条約の実施について、委員が包括的



に理解するための十分な報告もあわせて記載する。  

3. 委員会に包括的な最初の報告を提出している締約国は、1(b) に従って提出される以後の報告においては、以

前に提出した基本的な情報を繰り返し報告しなくてもよい。  

4. 委員会は、締約国に対し、この条約の実施に関する追加的な情報を求めることができる。  

5. 委員会は、その活動に関する報告を、2 年ごとに経済社会理事会を通じて国際連合総会に提出する。  

6. 締約国は、自国の報告を、国内において公衆に広く利用できるようにする。  

第 45 条 (委員会の作業方法)  

 この条約の実施を促進し、かつ、この条約が対象とする分野における国際協力を奨励するために、  

a. 専門機関、国際連合児童基金および他の国際連合諸機関は、その権限の範囲内にある事項に関するこの条

約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、専門機関、国際連合児童基金お

よび他の資格のある団体に対し、その権限の範囲内にある領域におけるこの条約の実施について、適当と認める

場合には、専門的助言を与えるよう要請することができる。委員会は、専門機関、国際連合児童基金および他の

国際連合諸機関に対し、その活動の範囲内にある領域におけるこの条約の実施について報告を提出するよう要

請することができる。  

b. 委員会は、適当と認める場合には、技術的助言もしくは援助を要請しているか、またはこれらの必要性を指摘

している締約国からの報告を、もしあればこれらの要請または指摘についての委員会の所見および提案とともに、

専門機関、国際連合児童基金および他の資格のある団体に送付する。  

c. 委員会は、国際連合事務総長が子どもの権利に関する特定の問題の研究を委員に代わって行うことを要請す

るよう、国際連合総会に勧告することができる。  

d. 委員会は、この条約の第 44 条および第 45 条に従って得た情報に基づいて、提案および一般 的勧告を行うこ

とができる。これらの提案および一般的勧告は、関係締約国に送付され、もしあれば締約国からのコメントとともに、

国際連合総会に報告される。 



第 III 部 

第 46 条 (署名)  

 この条約は、すべての国による署名のために解放しておく。  

第 47 条 (批准) 

 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。  

第 48 条 (加入)  

 この条約は、全ての国による加入のために解放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。 

第 49 条 (効力発生)  

1. この条約は、20 番目の批准書または加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後 30 日目の日に効力を

生ずる。  

2. この条約は、20 番目の批准書または加入書が寄託された後に批准しまたは加入する国については、その批准

書または加入書が寄託された日の後 30 日目の日に効力を生ずる。  

第 50 条 (改正)  

1. いずれの締約国も、改正を提案し、かつ改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、

直ちに締約国に改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議および投票のための締約国会議の開催

についての賛否を同事務総長に通 告するよう要請する。改正案の送付の日から 4箇月以内に締約国の3分の1

以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において

出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。  

2. この条の 1に従って採択された改正案は、国際連合総会が承認し、かつ締約国の 3分の 2以上の多数が受諾

した時に、効力を生ずる。  

3. 改正は、効力を生じた時には、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの条約

の規定(受諾した従前の改正を含む)により引き続き拘束される。  



第 51 条 (留保)  

1. 国際連合事務総長は、批准または加入の際に行われた留保の書面 を受領し、かつすべての国に送付する。  

2. この条約の趣旨および目的と両立しない留保は認められない。  

3. 留保は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでも撤回できるものとし、同事務総長は、その撤回をす

べての国に通 報する。このようにして通報された通告は、受領された日に効力を生ずる。  

第 52 条 (廃棄)  

 締約国は、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事

務総長が通告を受領した日の後 1年で効力を生ずる。  

第 53 条 (寄託)  

 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。  

第 54 条 (正文)  

 この条文は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語をひとしく正文とし、原本は、国

際連合事務総長に寄託する。 

 


